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出産育児一時金の規定について 
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健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）（抄） 

第三十六条 法第百一条の政令で定める金額は、三十九万円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であっ 
 て、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認める 
 ときは、三十九万円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万 
  円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。 
 
 一 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生 
  労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除 
  く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となっ 
  たものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減 
  を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該 
  当するものが締結されていること。 
 二 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定 
  出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。 
 
 
 
※「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める額」について」（抄）（平成20年12月5日 保保発第1205001号） 

  財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等につ 
いては、令第36条第1号及び第2号のいずれにも該当するものである。 
 これらの医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等の加算額は、機構の運営する産科 
医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ。)の場合に発生)が3万円であること 
から、3万円が基準となるものであり、出産育児一時金等については在胎週数第22週以降の出産の場合、合計38万円を 
支給すること。 
  なお、令第36条において加算額については「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」としているのは、産科医療補 
償制度開始後の見直しの中で当該掛金の額が変動しうるためである。 
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健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）（抄） 

(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準) 
第八十六条の二 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した者が、出生した時点において次の各  
 号のいずれかに該当することとする。 
 一 体重が二千グラム以上であり、かつ、在胎週数が三十三週以上であること。 
  二 前号に掲げるもののほか、在胎週数が二十八週以上であり、かつ、厚生労働大臣が定めるものに該当すること。 
 
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由) 
第八十六条の三 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 
 一 天災、事変その他の非常事態 
 二 出産した者の故意又は重大な過失 
 
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態) 
第八十六条の四 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭 
 和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。 
 
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件) 
第八十六条の五 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この 
 条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護 
 者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生し 
 た者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故 
 をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負 
 うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。 
 
(令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置) 
第八十六条の六 令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等と 
 の間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を 
 体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供に  
 ついて、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。 
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健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(平成20年12月17日) 
(厚生労働省告示第541号) 
 
 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第八十六条の二第二号の規定に基づき、健康保険法施行規則
第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成二十一年一月一日から適用
する。 
     健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの 
 
 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める
ものは、次の各号に掲げるものとする。 
 一 低酸素状態が継続して、臍帯動脈血中の水素イオン指数が七・一未満である代謝性アシドーシス(酸性血症)の 
  所見があると認められるもの 
 二 分娩監視装置が示す情報に当初異常が認められなかったが、その後胎児に低酸素状態が生じ、当該情報に異常 
  が認められたもの 
  
 
 
 
 
   
 
 
 



出産育児一時金について 

平成18年10月：30万円→35万円 

 日本産婦人科医会の調査に基づく平成17年３月の国立病院の平均出産費用（35万円）  

 を反映 

平成21年１月：35万円→原則38万円 

 産科医療補償制度の導入に伴い３万円の加算措置を創設 

平成21年10月：原則38万円→原則42万円（平成23年３月までの暫定措置） 

 日本産婦人科医会の調査に基づく平成19年度の公的病院、私的病院、診療所の平均出 

 産費用（39万円）を反映 

 出産育児一時金の直接支払制度導入 

平成23年４月：原則42万円を恒久化 

○ 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険な
どの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、 

 一定の金額が支給される制度。 

 

○ 出産育児一時金の支給額については、出産に要すべき実勢価格を反映させ、弾力的な改定
を実施するため、被用者保険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。 
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